
【公共事業関係費】

再評価実施箇所数 再評価結果

うち見直
し継続

直轄事業等 1 1 1

補助事業

合 計 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

（注１） 直轄事業等には、独立行政法人等施行事業を含む
（注２）

【公共事業関係費】

再評価実施箇所数 再評価結果

うち見直
し継続

直轄事業等 1 1 1

補助事業 2 2 1 1

合 計 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0

（注１） 直轄事業等には、独立行政法人等施行事業を含む
（注２）

ダム事業

平成２５年度予算に係る再評価について

再々評価：再評価実施後一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業
その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

再評価対象基準
一定期間未着工：事業採択後一定期間（直轄事業等は３年間、補助事業等は５年間）が経過した時点で未着工の事業
長期間継続中：事業採択後長期間（５年間）が経過した時点で継続中の事業
準備計画段階：準備・計画段階で一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業
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平成２４年度予算に係る再評価について

事 業 区 分 一定期
間未着

工

長期間
継続中

準備計
画段階

再々
評価

その他 計
継 続

準備計画段階：準備・計画段階で一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業
再々評価：再評価実施後一定期間（直轄事業等３年間、補助事業等５年間）が経過している事業
その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

中止
評価

手続中

ダム事業

再評価対象基準
一定期間未着工：事業採択後一定期間（直轄事業等は３年間、補助事業等は５年間）が経過した時点で未着工の事業
長期間継続中：事業採択後長期間（５年間）が経過した時点で継続中の事業



【公共事業関係費】

【ダム事業】

（直轄事業等）

平成２５年度予算に係る再評価結果一覧

事 業 名
事業主体

該当基準
貨幣換算が困難な効果等

による評価
総事業費
（億円）

便益の内訳及び主な根拠

貨幣換算した便益:B(億円)

※1：本資料については、検討主体から国土交通大臣に報告された、ダム事業の検証に係る「検討結果の報告書」等に基づき作成している。

平成２４年度予算に係る再評価結果一覧

沙流川総合開発
事業（平取ダム）
北海道開発局

その他 573 864

再評価の視点
（投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み、コスト縮減等）

対応方針

費用便益分析

費用:C
(億円)

Ｂ／Ｃ

担当課
（担当課長名）

【内訳】
被害防止便益：562億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：297億円
残存価値：4.8億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：62戸
年平均浸水軽減面積：67ha

679 1.3

・沙流川流域では、平
成15年8月洪水で家屋
全・半壊16戸、一部破
損16戸、床上浸水79
戸、床下浸水172戸な
どの甚大な被害が発生
しているほか、昭和
37,50年、平成4,13,18年
などに浸水被害が発生
している。

・沙流川では、流水の
正常な機能を維持する
ために必要な流量を頻
繁に下回っており、平
取町の水道は、平成3
年2月から3月にかけて
18日間の夜間断水を伴
う取水制限を行ってい
る。日高町の水道は、
平成19年から20年にか
けて渇水により、給水
車での給水、温泉施設
における営業時間の短
縮などの対応を行って
いる。また、近年5ヶ年
においても渇水により
115日間の手動制御で
の取水量調整を行って
おり、そのうち22日間は
1日10時間以上の調整
を行っている。

①事業の必要性等に関する視点
・沙流川流域は、日高地方の日高町、平取町の2町にまたがっており、沙流川沿いに集落が
立地するとともに、下流部の日高町富川地区においては、日高西部一円の拠点となってい
る。流域内人口の近年10ヶ年の推移はやや減少傾向にあるが、世帯数はほぼ同水準で推
移している。
・現在、生活再建工事段階であり、平成24年3月末現在で進捗率は約39％（事業費ベース：
総事業費約573億円に対して）
【検証対象ダム事業等の点検】
・事業費及び工期の点検については、現計画である「二風谷ダム及び平取ダムの建設に関
する基本計画（第2回変更）」で定められている総事業費等について最新のデータ等で点検
を行った結果、平成25年度以降を対象とした残事業費は、約342億円であることを確認し、こ
れを今回の検証に用いた。また、完成までの工期については、本体工事に着手する年を含
め7年で完成することを確認した。また、堆砂計画、過去の洪水実績など計画の前提となって
いるデータ等を点検した。

②事業の進捗の見込み、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
【目的別の検討】
「洪水調節」
・河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本として、河
川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて治水対策案を立案し、6案の治
水対策案を抽出して、7つの評価軸について評価した。

「新規利水」
・利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意志があること、開発量として変更がないことを
確認した。
・検討主体において、必要量の算出が妥当に行われていることを確認した。
・利水参画者に確認した必要な開発量を確保することを基本として立案し、5案の利水対策
案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

「流水の正常な機能の維持」
・河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本として立案
し、4案の対策案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

【検証対象ダムの総合的な評価】
・各目的別の検討を踏まえて、検証の対象とするダム事業に関する総合的な評価を実施し
た。
・治水（洪水調節）、新規利水、流水の正常な機能の維持について、目的別の総合評価を
行った結果、最も有利な案は「現計画案（平取ダム案）」となり、全ての目的別の総合評価の
結果が一致した。よって、総合的な評価において、最も有利な案は「現計画案（平取ダム
案）」である。

継続

水管理・国土
保全局治水

課
（課長　山田

邦博）

【公共事業関係費】

【ダム事業】

（直轄事業等）

※1：本資料については、検討主体から国土交通大臣に報告された、ダム事業の検証に係る「検討結果の報告書」等に基づき作成している。

平成２４年度予算に係る再評価結果 覧

担当課
（担当課長名）

事 業 名
事業主体

該当基準
総事業費
（億円）

貨幣換算した便益:B(億円) 費用:C
(億円)

費用便益分析
貨幣換算が困難な効果等

による評価
再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み、コスト縮減等）
対応方針

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠

成瀬ダム建設事
業
東北地方整備局

その他 1,533 1,400

【内訳】
被害防止便益：523億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：842億円
残存価値：35億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：54戸
年平均浸水軽減面積：53ha

1,105 1.3

・雄物川流域では、昭
和22年7月に戦後最大
の洪水が発生し、流域
平地部の約60％が浸
水、死者11名、流失・全
壊戸数308戸、床上浸
水13,102戸、床下浸水
12,259戸と、戦後の混
乱期と相まってその被
害は甚大なものとなっ
た。その他に、昭和22
年8月、昭和30年6月、
昭和40年7月、昭和41
年7月、昭和44年7月、
昭和47年7年、昭和54
年8月、昭和56年8月、
昭和62年8月、平成14
年8月、平成19年9月、
平成23年6月などに浸
水被害が発生してい
る。

・雄物川では、平成6年
に上流の湯沢市や横
手市の上水道で、渇水
による減圧給水を実施
（横手市30%、湯沢市
15%）。秋田県内の水田
で約29,000haが水不
足。その中心が、平鹿・
雄勝地区であった。1ヶ
月近くに渡り番水制を
実施。また、配水・地下
水ポンプの購入・運転、
井戸の掘削と多大な経
費と労力を費やした。
その他に、昭和
48,53,59,60年、平成
元,11,12,13,18,19,23,24
年などに渇水被害が発
生している。

①事業の必要性等に関する視点
・雄物川流域は、秋田県の県都秋田市や大仙市など5市2町1村（秋田市、横手市、湯沢市、
大仙市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村）からなり、流域市町村の人口は概ね変動がな
い。また、下流部に位置する県都秋田市は、秋田県の社会、経済、文化の中心的な役割を
担っている。
・現在、転流工工事段階であり、平成24年3月末現在で進捗率は約19%（事業費ベース：総事
業費約1,533億円に対して）
【検証対象ダム事業等の点検】
・事業費及び工期の点検については、現計画である「成瀬ダムの建設に関する基本計画」で
定められている総事業費等について最新のデータ等で点検を行った結果、平成25年度以降
を対象とした残事業費は、約1,238億円であることを確認し、これを今回の検証に用いた。ま
た、完成までの工期については、本体工事の契約後から試験湛水の完了までに約9年が必
要であることを確認した。また、堆砂計画、過去の洪水実績など計画の前提となっている
データ等を点検した。

②事業の進捗の見込み、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
【目的別の検討】
「洪水調節」
・河川整備計画相当案において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本とし
て、河川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて治水対策案を立案し、7
案の治水対策案を抽出して、7つの評価軸について評価した。

「新規利水（かんがい）」
・利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意志があること、開発量として変更がないことを
確認した。
・検討主体において、必要量の算出が妥当に行われていることを確認した。
・利水参画者に確認した必要な開発量を確保することを基本として立案し、4案の利水対策
案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

「新規利水（水道）」
・利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意志があること、横手市と大仙市は必要な開発

量として変更がないこと、湯沢市は必要な開発量4,390m3/日から2,329m3/日に変更すること
を確認した。
・検討主体において、必要量の算出が妥当に行われていることを確認した。
・利水参画者に確認した必要な開発量を確保することを基本として立案し、6案の利水対策
案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

「流水の正常な機能の維持」
・河川整備計画相当案において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本とし
て立案し、4案の対策案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

【検証対象ダムの総合的な評価】
・各目的別の検討を踏まえて、検証の対象とするダム事業に関する総合的な評価を実施し
た。
・治水（洪水調節）、新規利水（かんがい及び水道）並びに流水の正常な機能の維持につい
て、目的別の総合評価を行った結果、最も有利な案は「成瀬ダム案（現計画）」となり、全て
の目的別の総合評価の結果が一致した。よって、総合的な評価において、最も有利な案は
「成瀬ダム案（現計画）」である。

継続

水管理・国土
保全局治水

課
（課長　山田

邦博）



（補助事業）

事 業 名
事業主体

該当基準
総事業費
（億円）

費用便益分析
貨幣換算が困難な効果等

による評価
再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み、コスト縮減等）
対応方針

担当課
（担当課長名）

貨幣換算した便益:B(億円) 費用:C
(億円)

Ｂ／Ｃ
便益の内訳及び主な根拠

継続

水管理・国土
保全局治水

課
（課長　山田

邦博）

木屋川ダム再開
発事業
山口県

その他 400 317

【内訳】
被害防止便益：258億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：53億円
残存価値：6.0億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：45戸
年平均浸水軽減面積：86ha

245

【内訳】
被害防止便益：30億円
流水の正常な機能の維持に関
する便益：59億円

・柴川谷川流域では、
昭和54年9月、昭和59
年9月に被害の大きな
洪水が発生しており、
近年でも、平成6年9
月、平成9年6月に被害
の大きな洪水が発生し

①事業の必要性等に関する視点
・柴川谷川流域内の人口は約100人（旧山城町柴川地区）であり、人口及び世帯数はほぼ横
ばいで推移している。
・現在、生活再建工事段階であり、平成24年3月末現在で進捗率は約46％（事業費ベース）
【検証対象ダム事業等の点検】
・事業費及び工期の点検については、平成18年度に算定した事業費等を基に、最新のデー
タ等で点検を行った結果、事業費については変更が無いこと、工期については事業を継続し
た場合概ね6年後の完成が見込まれることを確認した。また、堆砂計画、過去の洪水実績な
ど計画の前提となっているデータ等を点検した。

②事業の進捗の見込み、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
【目的別の検討】
「洪水調節」
・河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本として、河
川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて治水対策案を立案し、3案の治
水対策案を抽出して、7つの評価軸について評価した。

「新規利水（水道）」

・利水参画者に対し ダム事業参画継続の意志があること 開発量としては200m3/日から

1.3

・木屋川流域では、昭
和34年7月、昭和39年6
月に被害の大きな洪水
が発生しており、近年
でも、平成11年6月、平
成22年7月に被害の大
きな洪水が発生してい
る。主な洪水被害として
は昭和34年7月の洪水
においては、家屋流出
3戸、全壊半壊28戸、浸
水戸数1,199戸、昭和
39年6月の洪水におい
ては、全壊半壊13戸、
浸水戸数699戸、平成
11年6月の洪水におい
ては、浸水戸数49戸、
平成22年7月の洪水に
おいては、全壊半壊7
戸、浸水戸304戸の洪
水被害が発生してい
る。

・木屋川流域では、約
730haの耕地のかんが
い用水や下関市の上
工水に利用されている
が、近年でも平成6,8,14
年に自主節水がなされ
るなど、しばしば深刻な
水不足に見舞われてい
る。特に、平成6年の渇
水においては、節水日
数が227日間にも及ん
でいる。

①事業の必要性等に関する視点
・木屋川流域は、上流側の長門市が約38千人、中下流部の美祢市が約29千人、下関市が
約281千人で、その内、流域内人口は、下関市豊田町・下関市菊川町を中心として約21千人
で、各市町村とも近年緩やかな減少傾向が続いている。
・木屋川水系では、かんがい用水や上工水に利用されているが、近年でも平成6,8,14年に自
主節水がなされるなど、しばしば深刻な水不足に見舞われている。
・現在、調査・地元説明段階であり、平成23年3月末現在で進捗率は約0.2％（事業費ベー
ス）
【検証対象ダム事業等の点検】
・事業費及び工期については、平成21年度に実施計画調査に着手していることから、検証は
この時の事業費を用いており、最新のデータ等で変更がないことを点検し、工期については
平成41年度完成見込みであることを確認した。また、堆砂計画、過去の洪水実績など計画
の前提となっているデータ等を点検した。

②事業の進捗の見込み、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
【目的別の検討】
「洪水調節」
・河川整備計画変更案において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本とし
て、河川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて治水対策案を立案し、4
案の治水対策案を抽出して、7つの評価軸について評価した。

「流水の正常な機能の維持」
・河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本として立案
し、3案の対策案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

【検証対象ダムの総合的な評価】
・各目的別の検討を踏まえて、検証の対象とするダム事業に関する総合的な評価を実施し
た。
・目的別の総合評価の結果が、全ての目的で木屋川ダム嵩上げ案が優位であり、検証対象
ダムの総合的な評価は木屋川ダム嵩上げ案が優位と評価した。

水管理・国土
保全局治水柴川生活貯水池 する便益：59億円

残存価値：2.5億円

【主な根拠】
年平均浸水軽減戸数：0.1戸
年平均浸水軽減面積：0.003ha

91 1.001
ている。主な洪水被害
としては昭和54年9月
の洪水においては、浸
水戸数2戸、昭和58年9
月の洪水においては、
浸水戸数1戸の洪水被
害が発生している。

・利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意志があること。開発量としては200m /日から

180m3/日に変更となることを確認した。
・検討主体において、必要量の算出が妥当に行われていることを確認した。
・利水参画者に確認した必要な開発量を確保することを基本として立案し、5案の利水対策
案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

「流水の正常な機能の維持」
・河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本として立案
し、2案の対策案を抽出して、6つの評価軸について評価した。

【検証対象ダムの総合的な評価】
・各目的別の検討を踏まえて、検証の対象とするダム事業に関する総合的な評価を実施し
た。
・目的別の総合評価の結果、洪水調節は「河道の掘削案（河道改修＋既設砂防えん堤改良
＋地すべり対策案）」、新規利水は「既得水利の合理化・転用案（川口簡易水道拡張）」が優
位であり、検証対象ダムの総合的な評価においても、洪水調節は「河道の掘削案（河道改修
＋既設砂防えん堤改良＋地すべり対策案）」、新規利水は「既得水利の合理化・転用案（川
口簡易水道拡張）」が優位と評価した。なお、流水の正常な機能の維持については、柴川谷
川の流況に改善傾向がみられるとともに、地すべり対策工事に伴う排出水による流況改善
効果が期待されることから、流水の正常な機能の維持に必要な流量をダムにより確保する
緊急性は、さほど高くないと判断した。

中止
保全局治水

課
（課長　山田

邦博）

※1：本資料については、検討主体から国土交通大臣に報告された、ダム事業の検証に係る「検討結果の報告書」等に基づき作成している。

柴川生活貯水池
整備事業
徳島県

その他 80 91



事業区分
事業名

事業主体
（所在地）

中止理由

ダム事業
（補助事業）

柴川
しばかわ

生活貯水池整備事業

（徳島県三好市山城町
とくしまけんみよししやましろちょう

）

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議のご意見を踏
まえ、検討内容は、基本的に、「中間とりまとめ」（※１）
の共通的な考え方に沿って検討されていると認められる。目
的別の総合評価の結果が、洪水調節は河道の掘削案、新規利
水は既得水利の合理化・転用案（川口簡易水道拡張）が優位
であり、総合的な評価として、洪水調節は河道掘削案、新規
利水としては既得水利の合理化・転用案が優位としている検
討主体の対応方針「中止」は妥当であると考えられる。

よって、補助金交付に係る対応方針については「中止」と
する。

中止事業について

※１：「今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ」（平成22年9月 今後の治水対策のあり方
に関する有識者会議）

参考


